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①欠格要件とは

〇 欠格要件とは:法を守らず適正な業の遂行を行っていない廃棄物処理委託
先などの業者を排除するための条件

〇 許可取消の理由で最も多いのが欠格要件への該当
〇 欠格要件（廃棄物処理法第７条第５項第４号イ～ル）

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過しない者

【ポイント】特定の法違反を対象としていない（道路交通法違反でも対象）

二 次に掲げる法令等に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
① 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境保全を目的する９つ

の法律
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
③ 刑法204条(傷害)、206条(現場助勢)、208条(暴行)、

208条の2(凶器準備集合及び結集)、222条(脅迫)、247条（背任）
④ 暴力行為等処罰に関する法律

【ポイント】特定の法違反が対象（ただし廃棄物処理法だけではない）



欠格要件の対象者
〇 欠格要件の対象者 ⇒ 役員や政令使用人も含まれている。

（ポイント）
役員には、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者も含まれる。

※株主も、法人に対する役員相当の支配力を問われる場合がある。国の通
知では、「発行済み株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資
額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者」は、「法人に対し業
務を執行する役員、取締役、･･･と同等以上の支配力を有するものと認め
られる者」に該当する蓋然性が高いと解されるとしている。

※政令使用人：法人又は個人の使用人で、次に掲げるものの代表者
① 本店または支店（商人以外の者にあっては主たる事務所又は従たる事務所）

② ①以外で継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃
棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結
する権限を有する者を置くもの



欠格要件に該当した場合
○ 都道府県知事は許可を取り消さなければならないとされている。

〇 法人の役員等が欠格要件に該当した場合に、法人が取消処分を受けるこ
とを免れるため、事後的に当該役員を解雇若しくは解任したり、又は役員
自らがその地位を辞任することが考えられるが、いったん欠格要件に該当
した以上、仮に法人の役員等がその地位を完全に辞任等したとしても許可
を取り消さなければならないとされている。

○ 欠格要件に該当した場合、県（高松市）に届出義務有り（2週間以内）。

〇 廃棄物処理法上の悪質性が重大な許可取消原因に該当する場合、許可を
取り消された法人の役員等が他の許可業者の役員等を兼務していると、他
の許可業者も許可取消になる。

〇 許可を取り消された者であって、当該許可に係る未処理の産業廃棄物が
ある場合、許可を取り消された旨を委託者に書面通知しなければならない。
⇒ 受託した廃棄物が処理できなくなるため、排出事業者による委託した
廃棄物の持ち帰りや再委託などを行う必要が生じる。



最近の行政処分事例（令和３年度以降）

【令和３年度】

〇 株主が禁錮以上の刑に処せられた。 ⇒ 許可の取消

〇 無許可業者に収集運搬業を委託 ⇒ 事業停止１０日間

〇 役員が罰金刑（刑法第204条（傷害の罪））に処せられた ⇒ 許可の取消

〇 役員が罰金刑（刑法第208条（暴行の罪））に処せられた ⇒ 許可の取消

【令和４年度】

〇 欠格要件該当届出義務違反 ⇒ 事業停止３０日間

【令和５年度】

〇 法人が地方裁判所から破産手続開始の決定を受けた。 ⇒ 許可の取消

〇 役員が罰金刑（刑法第204条（傷害の罪））に処せられた ⇒ 許可の取消

〇 役員が禁錮以上の刑（道交法第65条第1項（酒気帯び運転の罪））に処せられた ⇒ 許可の取消

〇 役員が禁錮以上の刑（道交法第65条第1項（酒気帯び運転の罪））に処せられた ⇒ 許可の取消

欠格要件関係のものが多い！！

欠格要件に該当した場合は欠格要件該当届を２週間以内に提出すること！



②マニフェストに関する行政処分等

【マニフェスト制度】
〇 産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、

受託者に対して産業廃棄物管理票を交付し、処理終了後に受託者からその旨
を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業
廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度

【排出事業者責任】
〇 廃棄物処理法において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物

を自ら適正に処理する責任を有することとされている（＝排出事業者責任）。

〇 廃棄物処理業者に処理を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任
があることに変わりはない。排出事業者は、最終処分が終了するまでの一連
の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなら
ないこととされている。



処理業者も適切に運用し
ないと違反になる。
（例）
〇マニフェストの交付

を受けずに廃棄物受取
※ 電子マニフェスト利
用時を除く）。

〇受託していないのに、
虚偽記載

〇処理が終了していない
のに、終了した旨のマ
ニフェストを送付

平 成 29 年 ６ 月 20 日付け環廃産発第 1706201 号環境省通知より抜粋



平 成 29 年 ６ 月 20 日付け環廃産発第 1706201 号環境省通知より抜粋

紙マニフェストと同様に
適切に運用しないと処理
業者も違反になる。
※ 排出事業者が登録を
怠り、処理業者も放置
していた場合、違反に
なるので、登録を促す
こと。



マニフェスト義務違反等の行政処分事例
近年の事例

〇 産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず、排出事業者か
ら産業廃棄物の引渡しを受けて運搬した。 ⇒ 事業停止１０日間

〇 排出事業者から受託した産業廃棄物の処分を終了していないにもかかわ
らず、産業廃棄物管理票に処分終了日を記載し、排出事業者に送付した。
⇒ 事業停止３０日間

〇 産業廃棄物の処理（収集運搬及び中間処理）を受託した際に，処理事実
のない産業廃棄物を処理した旨を電子マニフェストに登録したほか、マニ
フェストの交付を受けることなく産業廃棄物の引渡しを受け、これを処理
した。 ⇒ 事業停止３０日間

〇 処分を受託した産業廃棄物を処分を行うことなく、別の産業廃棄物処分
業者に、再委託基準に違反し、再委託した。また、この行為に付随して、
排出事業者から交付された産業廃棄物管理票に、自ら処分した虚偽記載を
し、排出事業者に産業廃棄物管理票の写しを送付した。（この他にも違反
有）⇒ 事業停止９０日間



マニフェスト義務違反等の行政処分事例
〇 解体工事で発生した産業廃棄物の処理について、産業廃棄物処分業の許可

を取得していないにもかかわらず、排出事業者から処分を受託した（受託禁
止違反）。また、産業廃棄物収集運搬業の積み替え保管の許可を取得してい
ないにもかかわらず、当該産業廃棄物の一部を積み替え保管した。（無許可
事業範囲変更）さらに、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けてい
ないにもかかわらず、当該産業廃棄物の引渡しを受けた。（引受禁止違反）
⇒ 許可取消

その他お知らせ
〇環境省

産業廃棄物処理業者が活用できる政府支援策一覧
https://www.env.go.jp/recycle/waste/assistance.html

〇公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団
「３Ｒ・廃棄物ＮＥＷＳ」環境省をはじめとする関係省庁、地方公共団体、

民間団体等の３Ｒや廃棄物に関する最新情報をとりまとめた無料のメールマガ
ジン

https://www.jwrf.or.jp/individual/prj_000208.html



香川県環境管理課からのお知らせ








